
行 政 法 

（ 50 点）  
 

Y 市 は 、 市内 に ２ 箇 所あ る 市 立の 宿 泊 ・ 観光 拠 点 施設 の 管 理 を 、 地方

自治 法 244 条 の ２ 第 ３項 の 指 定管 理 者 に 行わ せ る こと と し た 。Y 市 は「公

の 施 設 の 指定 管 理 者 の指 定 の 手続 等 に 関 する 条 例 」 を 制 定 し 、 同 条 例 ２

条 に 基 づ き公 募 を 実 施し た 。 市の ウ ェ ブ サイ ト に 掲載 さ れ た 公募 要 領に

は、 指 定 の申 請 に 先 立っ て 企 画書 の 提 出 を求 め 、 市が 委 託 し たコ ン サル

タン ト が 応募 者 と 企 画 書 の 内 容を 協 議 し た 上 で 、 指定 の 申 請 予定 者 を 内

定す る と され て い た 。 公 募 に 応じ て 市 内 の事 業 者 A・ B・ C が 企画 書 を提

出し 、コン サ ル タン トは A・ B を 申請 予 定者 に 内 定 し た 。Y 市は C に 対し

ては 、 コ ンサ ル タ ン トが A・ B を申 請 予 定者 に 選 定し た こ と と 、 A・ B が

選 定 さ れ た理 由 の み を記 載 し た文 書 を 送 付し た （ ①）。  

A・ B は同 条 例 ３ 条 に 基づ い て 申請 し 、Y 市は 同 条 例 ５ 条 に 基 づき A・ B

を指 定 管 理者 に 指 定 した 。 指 定期 間 は ５ 年間 と さ れ 、 指 定 の 条件 と して

Y 市 の 同 意を 得 ず に 営業 を 停 止し た 場 合 に は 指 定 を取 り 消 す もの と され

て い た 。ま た 同 条例 ７ 条 の 協 定で は 、Y 市が A・ B に 対し て 毎月 100 万円

の 委 託 費 を支 払 う こ とが 定 め られ た 。そ の後 、 B が管 理 す る 施設 の 所在

す る 地 域 の周 辺 で 、 指定 期 間 の ２ 年 目 に 大規 模 な 土石 流 が 発 生し 、 多く

の 宿 泊 予 約が キ ャ ン セル さ れ て 、B の財 務状 況 が 厳し く な っ た 。B は Y 市

が こ う し た 事 情 を 知 って い る と考 え 、 市 に連 絡 す るこ と な く 半年 間 にわ

た っ て 営 業を 停 止 し た。 Y 市は B が 市 の 同意 な く 営業 を 停 止 し 、 加 えて

財 務 状 況 が悪 化 し 、 施設 の 管 理を 適 切 に 行っ て い ない と し て 、 聴 聞 手続

を 経 た 上 で 、 指 定 期 間の 4 年 目 が 終 了 す る月 末 に 指定 取 消 処 分を 行 った

（② ）。  

 

問 １   ① の時 点 で 、C が 指定 候 補者 に 選 定さ れ る よう に す る ため に は 、

ど の よ う な 訴 訟 を 提 起す る べ き か 。 ま た 、 そ の 訴 訟に お い て どの よ うな

違法 事 由 を主 張 す る こと が 考 えら れ る か 。  

問２   ②の 時 点 で 、 B が指 定 取消 処 分 に対 す る 取消 訴 訟 を 適法 に 提起

し、 訴 訟 係属 中 に 指 定期 間 が 満了 し た 場 合 、 訴 え は却 下 さ れ る べ き か。  



【 参 照 条 文】  

○ Y 市 公 の 施設 の 指 定管 理 者 の指 定 の 手 続等 に 関 する 条 例 （ 抄）  

（ 趣 旨 ）  

第 1 条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 2 4 4 条 の 2 第 4 項 の 規

定 に 基 づ き 、同 条 第 3 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者（ 以 下「 指 定 管 理 者 」と い う 。）

の 指 定 の 手 続 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 公 募 ）  

第 2 条  市 長 は 、 法 第 2 4 4 条 の 2 第 3 項 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 を 指 定 し よ う と

す る と き は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 明 示 し て 、指 定 管 理 者 に な ろ う と す る 法 人 そ の

他 の 団 体 （ 以 下 「 団 体 」 と い う 。） を 公 募 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 1） ～ （ 8）（ 略 ）  

（ 指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請 ）  

第 3 条  指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る 団 体（ 以 下「 申 請 団 体 」と い う 。）は 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 1） ～ （ 2）（ 略 ）  

（ 指 定 候 補 者 の 選 定 ）  

第 4 条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、次 に 掲 げ る 基 準 に 照 ら し

て 審 査 し た う え 、指 定 管 理 者 の 候 補 と な る 団 体（ 以 下「 指 定 候 補 者 」と い う 。）

を 選 定 す る も の と す る 。  

( 1 )  指 定 施 設 の 利 用 に 関 し 不 当 な 差 別 的 取 扱 い が 行 わ れ る お そ れ が な い こ と 。 

( 2 )  指 定 施 設 の 設 置 の 目 的 に 照 ら し そ の 管 理 を 効 率 的 か つ 効 果 的 に 行 う こ と

が で き る も の で あ る こ と 。  

( 3 )  指 定 施 設 の 管 理 を 適 確 に 遂 行 す る に 足 り る 人 的 構 成 及 び 財 産 的 基 礎 を 有

す る も の で あ る こ と 。  

2  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 選 定 と 同 時 に 、 申 請 団 体 の う ち 指 定 候 補 者 以 外 の 団

体（ 以 下「 非 選 定 者 」と い う 。）を 指 定 管 理 者 に 指 定 し な い 旨 の 処 分 を し な け れ

ば な ら な い 。  

（ 指 定 管 理 者 の 指 定 ）  

第 5 条  市 長 は 、 指 定 候 補 者 を 指 定 管 理 者 に 指 定 す る 旨 の 議 案 が 市 議 会 に お い て

議 決 さ れ た と き は 、速 や か に 当 該 指 定 候 補 者 を 指 定 管 理 者 に 指 定 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 指 定 の 条 件 ）  

第 6 条  指 定 管 理 者 の 指 定 に は 、 指 定 施 設 の 管 理 上 必 要 な 条 件 を 付 す る こ と が で

き る 。  

（ 協 定 の 締 結 ）  

第 7 条  指 定 管 理 者 は 、指 定 期 間 の 開 始 前 に 、市 長 と 指 定 施 設 の 管 理 に 関 す る 協 定

を 締 結 し な け れ ば な ら な い 。  

2  前 項 の 協 定 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 1） 指 定 施 設 の 管 理 に 要 す る 費 用 に 関 す る 事 項  

（ 2） ～ （ 6）  （ 略 ）  

 

○ Y 市 行 政 手続 条 例 （抄 ）  

（ 申 請 に 対 す る 審 査 及 び 応 答 ）  

第 8 条  行 政 庁 は 、 申 請 が そ の 事 務 所 に 到 達 し た と き は 遅 滞 な く 当 該 申 請 の 審 査

を 開 始 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 理 由 の 提 示 ）  

第 9 条  行 政 庁 は 、 申 請 に よ り 求 め ら れ た 許 認 可 等 の 全 部 又 は 一 部 を 拒 否 す る 処

分 を す る 場 合 は 、 申 請 者 に 対 し 、 同 時 に 、 当 該 処 分 の 理 由 を 示 さ な け れ ば な ら

な い 。  


